
１　いじめの状況等（公立小学校・中学校・高等学校・特別支援学校）

⑴　いじめを認知した学校数　※（　）内は前年度

　　315校（309）〔小 180（182）　中　86（87）　高　39（33）　特　10（7）〕

⑵ 警察に相談・通報した学校数・件数 ※（ ）内は前年度

　　件数　32件（21）〔小　3（4）　中 17（12）　高　11（5）　特　 1（0）〕

⑶　いじめの現在の状況

⑷　いじめの認知件数の学年別内訳

⑸　いじめの発見のきっかけ

令和５年度生徒指導上の諸課題に関する状況について（いじめの状況等詳細版）
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⑹　いじめられた児童生徒の相談の状況（複数回答）

⑺　いじめの態様（複数回答）
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脅
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文
句
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嫌
な

こ
と
を
言
わ
れ
る
。

仲
間
は
ず
れ
、

集
団
に
よ

る
無
視
を
さ
れ
る
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軽
く
ぶ
つ
か
ら
れ
た
り
、

遊
ぶ
ふ
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を
し
て
た
た
か

れ
た
り
、
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ら
れ
た
り
す
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ひ
ど
く
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ら
れ
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り

た
た
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れ
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ら
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金
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ら
れ
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ま
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さ
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ら
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携
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中
傷
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を
さ
れ
る
。
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⑻　いじめの対応状況

①　いじめる児童生徒への特別な対応（複数回答）

②　いじめられた児童生徒への特別な対応（複数回答）
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⑼　いじめ防止対策推進法について（※令和６年３月31日時点の状況）

①　いじめ防止対策推進法第12条に規定する「地方いじめ防止基本方針」を策定した

　自治体数

・　島根県は策定済

・　島根県19市町村の状況（単位：市町村）

　　　策定済（19）　策定に向けて検討中（0）　策定するかどうかを検討中（0）

　　　策定しない（0）

②　いじめ防止対策推進法第14条第１項に規定する「いじめ問題対策連絡協議会」を

　設置した自治体数

・　島根県は条例により設置済

・　島根県19市町村の状況（単位：市町村）

　　　条例による設置（17）

　　　条例による設置ではないが、法の趣旨を踏まえた会議体を設置（2）

　　　設置に向けて検討中（0）　　設置するかどうかを検討中（0）

　　　設置しない（0）

③　いじめ防止対策推進法及びいじめ防止基本方針に基づき、条例により「重大事態」

　の調査又は再調査を行うための機関を設置しいた自治体数

　〈島根県〉

　　ア　教育委員会の附属機関

　　　　　島根県は条例により設置済

　　イ　地方公共団体の長の附属機関（法第30条第２項の附属機関）

　　　　　島根県は条例により設置済

　　ウ　地方公共団体の長の附属機関（法第31条第２項の附属機関）

　　　　　島根県は条例により設置済

　〈島根県19市町村の状況（単位：市町村）〉

　　ア　教育委員会の附属機関

　　　　　設置済（19）　設置に向けて検討中（0）　設置するかどうかを検討中（0）

　　　　　設置しない（0）

　　イ　地方公共団体の長の附属機関

　　　　　設置済（18）　設置に向けて検討中（1）　設置するかどうかを検討中（0）

　　　　　設置しない（0）
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